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特別児童扶養手当にかかる不適正な事務処理について

特別児童扶養手当の支給等の事務について、適切に事務処理を行わなかったことにより、

平成２３年度から平成２８年度において、一部の受給者（６２名）に対し、過払返納金を請

求していなかった事案や手当の支払が漏れていた事案等（６４件）があったことが判明しま

した。（別紙参照）

過払返納金の未請求や手当の支払漏れの対象となりました受給者の皆様には、深くお詫び

申しあげます。また、今回の事案により、県民の皆様に対し、県政に対する信用を著しく失

墜させたことを深く反省し、再発防止策を早急に講じてまいります。

１ 概要

平成２３年度から平成２８年度において、特別児童扶養手当の受給者に対する過払返納金

の未請求、手当の支払漏れ及び事務処理漏れの事案があったことが判明しました。

（１）過払返納金の未請求事案（４３件）

① 過払返納金にかかる事務処理の漏れにより、２６件について、過払返納金の請求が

生じた。

② 同手当額改定月等を誤って処理したため、１７件について、過払返納金の請求が生

じた。

（２）手当の支払漏れ事案（６件）

① 手当の支払にかかる事務処理の漏れにより、２件について、手当の支払が行われて

いなかった。

② 同手当額改定月等を誤って処理したため、４件について、手当の支払いが行われ

ていなかった。

（３）支給額に変更のない事務処理漏れ事案（１５件）

支給額に変更は生じないが、１５件について、電算処理等の事務処理が漏れていた。

※受給対象者数 ６２名

１名の受給者について、過払返納金の未請求１件と、手当の支払漏れ２件が生じてい

たため。



２ 経緯

（１）平成２８年１０月５日、受給者Ａ氏より、督促誤りの連絡があり、調査確認の結果、

誤りが判明。平成２８年１０月１８日、Ａ氏に謝罪し、事務処理は完了。

（２）この事案をうけ、他にも同様の事例がないかどうかについて、書類が保管されている

平成２３年度から平成２８年度に行った資格喪失等の処理に関する確認作業を実施。

（３）平成２８年１１月３０日、別の受給者Ｂ氏より、手当の支払漏れの連絡があったため、

その他の変更届に関する処理も含め、対象を拡大して調査を実施。

（４）以上の調査により、上記２件以外にも不適正な事務処理が行われていたことが判明。

（別紙参照）

３ 原因

○ 障害程度非該当であったにも関わらず、資格喪失に伴う処理を行っていなかった。

○ 手当額改定を行う開始月の認定を誤っていた。

○ 所得制限による支払停止及び解除に必要な処理を行っていなかった。

○ 他府県からの転入・転出時の確認を誤っていた。

○ 受給資格喪失となったにも関わらず、必要な処理を行っていなかった。

４ 対象者への対応

○ 今後、速やかに連絡し、説明と謝罪を行う。

○ 過払返納金の請求が漏れていた方については、速やかに請求手続を行い、返還を依頼。

○ 手当の支払が漏れていた方については、速やかに支払の手続をとっている。

５ 再発防止策

（１）事務処理状況確認の徹底

・受付処理状況確認簿の作成

・受付処理内容の確認

・処理後の内容の確認

・定期的な処理状況の確認

（２）事務処理マニュアルの見直し

・事務処理フローの再確認

（３）ＯＪＴによる職員育成

・課内の全職員に対し、特別児童扶養手当の制度、処理内容についての研修実施

・職員の書類整理の徹底



別紙

特別児童扶養手当の不適正な事務処理の内訳

１．過払返納金の未請求 ４３件 １，７１７，２７０円

（１）返納事務処理漏れ ２６件 １，２６５，７３０円

（２）改定月等の誤り １７件 ４５１，５４０円

２．手当の支払漏れ ６件 ６６３，５９０円

（１）事務処理漏れ ２件 ５４６，６４０円

（２）改定月等の誤り ４件 １１６，９５０円

３．支給額に変更のない事務処理漏れ １５件

４．その他

過払返納金の未請求事案のうち時効となったもの ４件 １０１，３００円

《参考》

【特別児童扶養手当】

２０歳未満の身体または精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あ

るいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的

として支給される手当

１ 県の認定・支給対象：全市町村

２ 受給者数 ４，３７６名（平成２８年９月３０日現在）

３ 手当額（月額 手当の財源は全額国庫）

障害程度 手当額（児童１人あたり）

１級 ５１，５００円

２級 ３４，３００円

４ 支払期：４月期(１２～３月分)、８月期(４～７月分)、１２月期(８～１１月分)

５ 支払手続き：支払月の１５営業日前（約３週間前）までに、県から国へ支払に関す

るデータを提出し、国が支給対象者への振込手続きを行う。

所要の手続きの一つとして、障害程度の再認定が必要な場合有り。


